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【午前９時３０分開会】 

○安間教育長  大変お待たせをいたしました。本日の出席は４名でありますので、本日

の委員会は有効に成立をいたしました。 

    これより令和７年度第６回定例会を開会いたします。 

    初めに本日の議事録署名委員の指名をいたします。本日の議事録署名委員は、保

坂曉子委員を指名いたします。よろしくお願いいたします。 

    本市では、地球温暖化対策省資源対策の一環として節電等に取り組んでおります。

本定例会においても、照明の一部消灯を実施いたしております。また、職員のクー

ルビズを実施いたしておりますので、御理解いただきますよう、お願いいたします。 

    本日の議事でございますが、報告事項「八王子市と高雄市との友好交流協定に基

づく交流について」は、いまだ意思形成過程のため、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第１４条第７項及び第８項の規定により、非公開といたしたいと思い

ますが、御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。 

    それでは、議事を進行いたします。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  日程第１ 第３２号議案 八王子市スポーツ推進委員の委嘱について、

を議題に供します。 

    本案について、スポーツ振興課から説明願います。 

○吉森スポーツ振興課長  それでは、第３２号議案八王子市スポーツ推進委員の委嘱に

ついて、担当の早川主査から御説明いたします。 

○早川スポーツ振興課主査  それでは、御説明いたします。 

    スポーツ推進委員とは、スポーツ基本法第３２条の規定により、地域のスポーツ

推進のために市町村の教育委員会から委嘱する非常勤の公務員となっております。 

    スポーツ推進委員の職務は、スポーツに対する市民の関心及び理解を深めること、

スポーツの実技の指導及び助言を行うこと、相互型地域スポーツクラブなど市民の

スポーツの推進のための組織の育成に関することなどとなっております。 

    活動の一例を挙げますと、市内各地で行っているボッチャの派遣指導、八王子発
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祥のニュースポーツであるネオテニス教室における指導、ヘルシーウオーキングに

関するものなどが挙げられます。 

    このたび、欠員であった横山中部地区から、委員の候補者１名が見つかったと御

推薦をいただきましたので、中澤嘉元氏を適任と認め、八王子市スポーツ推進委員

に関する規則第４条第１項の規定により、在任期間である令和７年８月１日から令

和８年３月３１日までの任期で委嘱しようとするものです。これにより、八王子市

スポーツ推進委員の委員数は男性２３名、女性１６名の合計３９名となりますが、

八王子市スポーツ推進委員の定員は規則上４９名ですので、今回委嘱を予定してい

る方を含めましても１０名の欠員となるところでございます。この欠員につきまし

ては、引き続き各推薦団体より御推薦をいただくよう、お願いしてまいります。 

    説明は、以上でございます。 

○安間教育長  只今、説明は終わりました。 

    本案について、御質疑、御要望等はございませんか。 

    よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、本案について御意見をいただきたいと思いますが、いかがで

しょうか。 

    こちらもよろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、御意見もないようでございますので、お諮りをいたします。 

    只今議題となっております第３２号議案については、提案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。 

    よって、第３２号議案については、そのように決定することにいたしました。 

    なお、決定した上で私から要望を２点。１点目は、細かな話なのですが、必要が

ない時に「男性の数、女性の数」という言い方は、これは統一して止めてください。 

    ２点目は、ネオテニスの話が少し出ましたが、その他にピックルボールもあって、

非常に親しみやすいものなので、教育指導課で例のゆる部活の運動系の中にピック
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ルボールを取り入れてください。道具をそろえるのもそんなに高くないのですよね。

あれは子どもたち、中学生も喜ぶと思いますよ。小学校５年生からできますから、

ぜひ各学校で、ちょうど校長先生たちも本日聞いているので、ゆるスポーツの中に

ぜひピックルボールを入れてください。連盟の人たちが指導をたくさんしてくれる

と言っていましたので、ぜひやっていただきたい。２点だけ付け加えておきます。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  それでは、続きまして協議事項となります。 

    令和８年度（２０２６年度）八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用

教科用図書の採択について、を議題に供します。 

    本件について、教育指導課から説明願います。 

○福島統括指導主事  それでは、令和８年度八王子市立小・中・義務教育学校特別支援

学級使用教科用図書の採択についての協議をお願いいたします。 

    令和７年３月１９日決定の八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教

科用図書採択要綱に基づき、教科用図書選定資料作成委員会を設置し、その下に小

学校・義務教育学校前期課程調査部会及び中学校・義務教育学校後期課程調査部会

を設置し、調査・研究を行ってまいりました。 

    今回、採択を行う種目は、小学校は、国語、書写、社会、算数、理科の５種目、

中学校は、数学、技術（職業）・家庭、外国語英語の３種目です。 

    よろしくお願いいたします。 

○安間教育長  それでは、特別支援学級の教科用図書選定資料作成委員会委員長から報

告をお願いします。 

○関山教科用図書選定資料作成委員会委員長  令和８年度八王子市立小・中・義務教育

学校特別支援学級教科用図書選定資料作成委員会委員長を務めました、椚田中学校

校長、関山です。 

    今年度５月から７月にかけて、教科用図書選定資料を作成するに当たり、特別支

援学級設置校の校長及び副校長の代表、都立八王子特別支援学校の代表の先生、小

学校ＰＴＡ連合会の代表、中学校ＰＴＡ連合会の代表で構成する資料作成委員会を

設置し、特別支援学級設置校から推薦された教員で構成する小・中学校ごとの校種

別調査部会で調査・研究を依頼しました。 
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    初回の調査部会において、私より採択要綱に書かれていることを丁寧に確認いた

しました。 

    特別支援学級において、当該学年用の文部科学省検定済教科書を使用することを

原則とし、これを使用することが適当でない時には、その下学年を使用することが

できること、さらにこれも適当ではない時は、文部科学省受諾教科書の当該学年用

を使用することができ、これをも適当でない時には、その下学年を使用することが

できること、最終的に、これらのいずれも適当でない時に、学習指導要領の項目を

網羅し、児童・生徒が使用する教科書として適切であるか十分に検討、協議した上

で、一般図書を採択することができること。 

    以上の内容を踏まえた上で、各学校に在籍する児童・生徒一人ひとりの実態に基

づき、教科用図書として使用したい一般図書の報告を上げることを調査部会に依頼

しました。 

    調査部会では、各学校から挙げられた調査報告書について、１内容、２全体の構

成や各項目の配列、表記、表現、製本の仕方や耐久性等、３児童・生徒の特性及び

必要性等を確認し、資料作成委員会へ報告する資料を作成しました。 

    資料作成委員会では、その報告書を基に、一般図書を採択している学校の管理職

や調査委員の聞き取りを行い、調査研究報告書を作成いたしました。 

    特に、３児童・生徒の特性及び必要性等については、児童・生徒一人ひとりの特

性に適した選択になっているか、記述内容と一般図書の内容が整合しているかの確

認を丁寧に行いました。 

    昨年度と比べ一般図書の採択数は、小学校では８種目から５種目、中学校では１

０種目から３種目に減少した動きです。この後、配布した調査研究報告書について、

小学校・中学校それぞれから説明させていただきます。 

    資料作成委員会の報告については、以上です。 

○安間教育長  只今、教科用図書選定資料作成委員会からの報告は終わりました。 

    それでは、続きまして小学校・義務教育学校前期課程の調査研究報告書について

の御説明いただきます。 

○伊藤教科用図書選定資料作成委員会副委員長  教科用図書選定資料作成委員会の副委

員長を務めました、長池小学校校長、伊藤です。 
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    それでは、小学校・義務教育学校前期課程の調査報告書について説明いたします。 

    全部で５種目を挙げております。 

    初めに国語については、２冊の図書の採択を希望しております。説明的文章や会

話を含んだ文章、模範作文等が示されており、漢字の音訓読みや頻出例も示されて

います。また、視覚的な効果を重視して、挿絵や文字の大きさに留意したものを選

択しています。 

    次に書写については、３冊の図書の採択を希望しております。書き順、文字の練

習ができるように作られており、バランスを取ることを意識して文字を書くことが

できたりと工夫されています。一文字一文字を着実に習得させることを狙いとし、

字を書くのが困難な児童や、字形や筆順を捉えにくい児童の特性に適した図書を選

択しています。 

    社会は、１冊の図書の採択を希望しております。各都道府県を７地方に分け、４

７都道府県別に説明し、県庁所在地や特産品などの情報をイラストとともに示して

います。日常の出来事や移動手段、地域の特産品などに関心を持つ児童にとって、

都道府県ジグソーパズルは手軽に都道府県を覚えられる工夫がされています。 

    算数は、２冊の図書の採択を希望しております。計算が苦手な児童でも理解がし

やすいよう、数の概念や表し方、足し算や引き算、掛け算など、ものや数をタイル

に置き換えてイラストを交えて説明しています。 

    理科は、２冊の図書の採択を希望しております。視覚的な情報による理解を促す

工夫がされているもの、これまでに当該児童に給与された検定本も組み合わせて使

用しながら、興味関心の対象が限定的になっている児童が、継続的に学習を進めら

れるものを選択しております。 

    小学校・義務教育学校前期課程の調査研究報告書の説明は以上でございます。 

○安間教育長  只今、小学校・義務教育学校前期課程の調査研究報告書の説明は終わり

ました。 

    それでは、続きまして中学校・義務教育学校後期課程の調査研究報告書について

御説明をお願いします。 

○関山教科用図書選定資料作成委員会委員長  私からは中学校・義務教育学校後期課程

の調査研究報告書について説明させていただきます。 
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    全部で３種目を挙げております。 

    数学については、１冊の図書の採択を希望しております。基礎編として、計算、

図形の面積、容積、時刻、時間と速度などについて扱っています。生活編として、

自分の身の回りのことや、毎日の生活のことなどについて扱っており、数学的な知

識や技能等が学習できるようになっています。既に給与されている文部科学省の著

作教科書である星本と併用するのに適している図書です。 

    技術（職業）・家庭については、１冊の図書の採択を希望しております。特徴とし

ては、進路学習に関するものです。自分自身のこと、就職、自立と社会参加のため

に必要なことについて、ワークシート形式で学習できるようになっています。進路

や就労に対してイメージを持ちにくい生徒にも取り組みやすい内容となっており、

生涯にわたって活用できる図書です。こちらは、第１学年で既に給与されている限

定教科書と合わせて使用します。 

    英語については、２冊の図書の採択を希望しております。文字を書くことに抵抗

を感じたり、英語で話すことに不安を感じたりする生徒にとって、基礎的な会話を

学習でき、文字も大きく、イラストによる解説も具体的な場面をイメージしやすい

よう工夫されています。附属のＣＤでネイティブの発音を学ぶこともできます。 

    以上で、中学校・義務教育学校後期課程調査研究報告書の説明を終わります。 

○安間教育長  只今、中学校・義務教育学校後期課程調査研究報告書の説明は終わりま

した。 

    これで、小学校・中学校及び義務教育学校それぞれの調査研究報告書の説明は終

わりました。 

    それでは、質疑に移りたいと思いますが、まず、私から質問をさせてください。

先ほど委員長からお話があったように、検定本をまず使いますよ、次にそうでない

場合はこうですよ、こうですよ、こうですよ、一番最後に一般図書が入ってくるわ

けですね。この一般図書を使う対象となっている子どもは何人ぐらいいるのですか。 

○関山教科用図書選定資料作成委員会委員長  特別支援学級に在籍している小学生は全

６４３人ですが、そのうち２２人が一般図書を希望しております。中学生は３７８

人中２５人が一般図書の希望となっております。 

○安間教育長  分かりました。それぞれの子どもたち、要するに検定本というほかの同
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学年の子どもたちが持っているものと違うものを使うようになるわけです。保護者

の皆様方、いろんな思いをお持ちなのではないかということで、その辺りの保護者

の納得であるとか、理解など、そういったものを進めてくださいと毎年要望してい

るのですが、いかがですか。一般図書を教科書として使うことに対して、これから

話すのではないですよね。既にその子たちには、「これが良いよね」という感じでや

っているのでしょう。その反応はどうですか。 

○伊藤教科用図書選定資料作成委員会副委員長  まず、小学校のほうから伝えさせてい

ただきます。年度当初の保護者会や個別面談の際に、教科書の使用方法で一般図書

の使用について、丁寧に保護者の方に説明する場を設定しております。学校公開な

どで学習の様子を参観した際に、先生方が子どもたちの実態に合わせ、自作の教材

とともにＩＣＴを活用した映像教材や学習用端末によるドリル教材、身近な生活用

品を活用した教材などを組み合わせながら、効果的に一般図書を活用している様子

が見られ、子どもたちも意欲的に学習に取り組んでいたという話を聞いております。 

    また、資料作成委員会の一員である小学校・中学校のＰＴＡ連合会の代表保護者

の方からも、児童・生徒の特性及び必要性な記述内容を読み、推薦されている一般

図書を実際に手に取りながら内容を確認する中で、先生方が子ども一人ひとりの障

害の特性や学習の習熟の状況を考えながら、教科ごとに１冊１冊選んでいることが

分かったという声をいただいております。 

    小学校は以上です。 

○関山教科用図書選定資料作成委員会委員長  中学校についての年度当初の保護者会や

個別面談の際に、教科書の使用方法や学習の仕方について丁寧に保護者の方に説明

する場を設定しております。実際の授業では、一般図書を検定教科書や推し本と合

わせて使用しているケースが多く、学習用端末やカード等も用いながら、生徒が興

味関心をひくような授業が行われています。 

    保護者からの声としては、中学校を卒業した後、社会で生きていく上で必要とな

ることや名称理解等の知識を身につけさせたいという願いに比重が置かれている傾

向があります。これらの点から、一般図書の教科書としての扱いについては、御理

解を得ていると考えております。 

○安間教育長  分かりました。 



 １１ 

    それでは各委員より、この委員会の報告書に対して、まず質疑から、後ほど御意

見をいただきたいと思います。 

    御質疑はございませんか。 

○守屋委員  御説明ありがとうございます。一人ひとりの実態や特性に合わせて選んで

いただいているというのが、報告書のほうで見て取れまして、感謝しています。 

    その中で、今、教育長もおっしゃっていた人数がどのくらいいらっしゃるか、使

う子がいますかという話があったかと思うのですが、例えば、２種類の図鑑なども

ありましたが、時代かもしれないですが、図鑑というと、昔であればクリスマスプ

レゼントにするような、ある程度本の中では高級だったりするかと思うのですが、

頻度としては、例えば、１つの項目においてだけ使うのであれば、もちろん図書室

で使えるものであって、今回のような一般図書の選択ではないと思うのですけれど

も、これは通年使うという意味で今回選択されたものであるのかというところを確

認したく、御質問させていただきました。 

○松井小学校・義務教育学校（前期課程）調査部会部長  只今、理科の図鑑を希望して

いるところについての御質問がございました。年間を通して系統的に学ぶことは可

能なのかという御質問だったかと思います。当該校に確認を取り、詳しくお聞きし

たところ、当該児童は興味関心の対象が限定し、言葉や文章の意味理解が難しい状

況にあることから、単元構成順での学習や文章を中心とした学習では難しい状況が

あるとのことです。当該校の教員としては、このお子さんの図鑑好きの特性も生か

しながら、興味を持ったところから下学年の検定教科書を併用し、学習を深めてい

く方法が、このお子さんにとって合っていると考え、保護者とも考えの共有をして

いるとのことでした。 

    以上です。 

○守屋委員  ありがとうございます。 

○安間教育長  ほかにございますか。 

○保坂委員  先ほど教育長からの質問のお答えで、「保護者の理解は十分得られている」

ということでしたけれども、当事者の児童・生徒は一般図書を使うことに関して、

どのように考えられているのですか。 

○福島統括指導主事  私のほうからお答えさせていただきます。今回、資料作成委員会
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調査部会のほうで、各学校、校長先生をはじめ、特別支援学級の先生方にもお伺い

をしたところでございます。その時に、子どもたちの中には、先ほど守屋委員から

ありました図鑑について使用している時に、実はその横に教科用図書、文部科学省

の推薦のもの等もありますので、子どもたちにとっては、その本自体が教科書とい

ったところよりかは、子どもたちがその授業の中で必要なものが分かるように先生

方が提示をしているということがございます。 

    それから、もし子どもたちがこの後、下学年の教科書を使う時に、やはりそこは

気にするというお子さんたちがいるのを配慮して、カバーをつけるなど配慮をして、

子どもたちにも教科用図書について説明をした上で活用をしております。 

    以上です。 

○安間教育長  現実の意見表明というか、子どもの意見はどうですか。今のは見立てで

しょう。保坂委員の御質問は、子ども自身がどう言っているのかという御質問です。 

○福島統括指導主事  年度初めに行います、子どもたちに対して教科用図書を一般図書

にするといった説明には、教員と保護者、それからそのお子さんも踏まえた上で、

まず最初に三者面談という形で行うことが多いです。その後、時間を取って、今度

は子どもと先生でお話をする中で、先ほど理科で挙がりました図鑑についても活用

するということで、お子さんたちにも理解をするように努めております。 

    以上です。 

○安間教育長  生の声というのはなかなか聞けませんか。それも見立てでしょう。大人

が何をしたかという話でしょう。子どもの具体的な声というのは、紹介できるよう

なものはありませんか。事実をお話になられたほうが、理解が進むと思いますよ。 

○松井小学校・義務教育学校（前期課程）調査部会部長  実際のところ、本校も特別支

援学級がございますが、本校では検定本を使っておりますので、個々のお子さんに

聞くということはいたしておりません。正直なところ、そういった状態でございま

す。今回、希望している学校につきましては、先ほど統括指導主事からもございま

したように、保護者の方を通じて、お子さんの御意向も酌んでいることであろうと、

そこは推察をするところでございます。 

    以上です。 

○保坂委員  ありがとうございます。具体的に児童・生徒さん意見というのは、特に把
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握されていないということですね。 

○関山教科用図書選定資料作成委員会委員長  具体的な聞き取り等は行われている学校、

行われていない学校があるかと思いますが、児童・生徒の特性としまして、学習し

た内容について断片的な部分でしか習得できないというような特性もあったりしま

すし、なかなか抽象的な内容だと理解しづらいということがございます。そういっ

た配慮すべき点からも一般図書を活用することによって、また一般図書の内容も実

生活に則した内容となっておりますので、理解が進んでいると認識しております。 

○安間教育長  繰り返し同じことを言うけれども、大人側の見解は分かったのだけれど

も、これだけ意見表明権といって、「子どもの意見をちゃんと聞きましょうよ」とい

う世の中の全体の流れになっているのに、今のは全部指導者側のことですよね。子

ども自身が「これが良い」と、全員が言うか言わないかは別として、「これのほうが

良いな」と、そのような声が聞けると良いのですけれどもね。 

○関山教科用図書選定資料作成委員会委員長  毎年定期的に各学校では、学校評価を行

っております。その中では生徒からの評価もいただいております。今後はその中で、

そのようなところも生徒に意見を聞く場というものを設けたいと思っております。 

○安間教育長  この質疑で更なる課題が出たと思います。だから、どう変わるという話

ではないと思いますが、子どもの意見をしっかり聞いて、子どもが納得して、とい

うような状況をしっかり作ることって大事なことだろうと思いますから、今後の大

きな課題にしてください。 

○伊東委員  御説明ありがとうございました。色々な理由があろうかと思うのですけれ

ども、小学校の国語で、ゆっくり学ぶ子のための国語３と４というのを拝見してい

るのですが、これ非常に文字ばかりなのですね。これだけ文字ばかりで、ほとんど

道徳の教科書なんかで使うのと全く同じような感じなのですね。こんなに文字だら

けの教科書なのですけれども、これが障害特性、例えば、文字が読みにくい子ども

のための市販本というような形で、果たして本当に適合するのかどうなのかという

のは少々疑問だったのですが、その辺りに関してはどのようにお考えでしょうか。 

○松井小学校・義務教育学校（前期課程）調査部会部長  御指摘ありがとうございます。

部会といたしましても、その一般図書については検討を重ねてまいりました。私ど

もの意見、見解等は当該校にお伝えをし、十分検討をしていただいた結果、今回希
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望するということであがってきております。 

    以上です。 

○伊東委員  大体状況は分かるのですけれども、実際にこれをほかの検定本や下学年の、

何年生のものを使うか分かりませんが、そのようなものと比較しても結構文字量が

多いのですね。これを障害のあるお子さんが、文字が認識できないというような形

で、これを使うことに関しては、私は違和感があると感じておりました。それは調

査委員の方々と同感でございます。 

○安間教育長  ほかにございましょうか。 

    私から１点。先ほどの御説明の中に、これを使いながら検定本も同時に用意して

あるからそれも見ていると、その検定本というのは以前のものなのですか。それは

学校備え付けのものなのでしょうか。１人に１冊は支給するものですから、この一

般図書は子どもに渡しますよね。子どもにあげるものですよね。他に学校に備え付

けのものがあって、それはどのように入手していて、どれぐらいあるのか、お伺い

させてもらえませんか。現実にあるものを言ってくれればいいので。以前、私が訪

問した学級には、かつて使ったもので、学校用に１セット用意しておいて、それを

その都度、必要に応じて使っている。それは学校備品として用意している。そんな

話聞いたのですが、そのような実態と理解してよろしいですか。 

○松井小学校・義務教育学校（前期課程）調査部会部長  只今教育長からお話があった

とおり、私もこれは聞いた話でございますが、一般図書は教科書と同じ扱いですの

で１人１冊の給与となります。では、検定本をいかに使っているかということにつ

いては、下学年のものを使っていたりすると、よくお話は聞いたことがあります。 

    今回希望されている、ゆっくり学ぶ子のための国語、これは指導者向けの指導の

ポイントも書いてあるのですが、これは保護者の方と検定本を使った学習をした時

に、このことについてもう少し詳しくやっていく時にはどうしようというやり取り

を保護者の方ともやる上では適しているというお話を聞いたことがございますので、

検定本を全く使っていないということはないと思います。学校備え付けのものを使

っていらっしゃると思います。 

○安間教育長  そのような質問ではなくて、検定本は国費で支給されないですよね。そ

れをどのように学校は準備をしているのですか、というとても単純な質問だったの
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です。要するに、今あるものを利用しているのですよね。 

○伊藤教科用図書選定資料作成委員会副委員長  自分の学校では一般図書を使っていな

くて、検定本のみですので、実際に自分の学校ではということは言えないのですが、

おっしゃるとおりで、これまでに学校にあったものをストックといいますか、その

ようなものを使っている、そういったことにしかなっていないのではないかと推測

しております。今度、一般図書を使っている学校に行ったら確認したいと思います。 

    以上です。 

○安間教育長  ぜひ、検定の時期に要望が来ますから、今、教育長室にも全種類おいて

あるので、子どもが使うのだったらいくら持っていっても構いませんから、そのよ

うに活用してください。 

    ほかにございますか。 

    よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、御質疑ないようでございますので、各委員からの御意見をい

ただきたいと思います。本案についての御意見、いかがでしょうか。 

○伊東委員  調査研究ありがとうございました。先ほど来から議論が出ていますように、

特別支援学級の教科書の使用の在り方につきましては、我々教育委員も含めまして、

調査をされた先生方と同じような考え方で、検定本、下学年、それから文科省の指

定図書等、このような順序性で、市販本については下の下位の現行の考え方でやっ

ていただきたいというお話をしていたのですが、その結果、随分と市販本の使用が

なくなってきて、これはとても良いことだと私は思っているのですけれども、先ほ

ども少しお話ししたように、国語で選んだ教科書や社会科の都道府県のもの、この

ようなのを見ますと、特に都道府県のなんかは知識・理解と一緒に県名や地名など、

そういったものに結構偏っていて、知識・技能、思考・判断・表現、それから学び

に主体的に学習に取り組む態度という３観点がバランスよく学べるかどうかという

ことに関して言えば、特別支援学級だからできないというようなことでは、私はい

けないと考えております。そのような意味で、今年度の採択についてどうこうとい

うことではないのですが、今後さらに、採択をされていく上で、こうした意見も踏

まえていただいて、教科書の選定をしていただけるとありがたいと思っております。 
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    以上です。 

○安間教育長  今後のという御意見をいただきました。 

○守屋委員  今、伊東先生がおっしゃるように、前回本を色々見せていただいたのです

が、例えば、数学で子どもが答えを書けるようになっているのですが、本当にこん

な小さいスペースに答えが書けるのかというと、どうなのだろうと。もちろん得意

だからできるのであれば、星本で良いのかもしれないですし、苦手であればこのス

ペースで書くのはかなり厳しいのではないか、もちろん特性が私はその子を見てい

ないので分からないのですが、やはり色々見学に行かせていただいて、先生とお話

しをすると、自分で資料を作ったりとても大変な思いをされているので、それをう

まく使って、例えば、拡大コピーをするなど、色々用途はあるかと思うのですけれ

ども、次回からですね、先生が使いやすいものももちろん大事なのですが、子ども

が興味を持てるかというところのほうが必要なのではないかと強く感じました。も

ちろん先生が教えていただくので、長年使って使いやすい本がきっとあるかと思う

のですが、それよりも子どもがしっかり使いやすいのか、本当に子どもの特性に合

っているかというのもいくつか感じたものがありました。でもそれを出してくださ

った先生の思いというのは伝わってはおりますので、これはこれで受け止めたいと

は思うのですが、また今後も推し本で、本当に推し本でないのかというところをま

た、今後もぜひ継続して見ていただけたらと思います。 

    以上です。 

○保坂委員  全体として、私が教育委員を始めた頃には、「これで１年間この子は勉強す

るのかな」というような、国語はただの童話のようなもの、それ１冊というような

状況だった時の頃に比べると、現場の先生方の御努力が大きいのだと思いますが、

検定本をメインにして、独自の教材を用意して、というやり方でやってくださる学

校、先生方が増えて、それはとても皆様の御努力に頭が下がる思いです。 

    私は、普通級から特別支援学級に移ったお子さんから最初に、「教科書がもらえな

かった」という嘆きを聞いたのはとても印象に残っていて、なので、先ほども生徒

さんのほうの感じ方はどうなのかというのを伺ったのですね。 

    また１年を通して、ほかの委員の先生方からの御意見も同じですけれども、それ

をメインでやることが適切であるかというような観点からいくと、疑問があるよう
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な、副読本としては十分優れているもの、例えば、地図などがあるかと思うのです

が、その辺りも、今回のということではなくて、今後も１年を通してトータルにそ

の教科をそのお子さんが学んでいく上で、適切なもの、大変であっても検定本プラ

ス手作りの教材などを再考して決めていただければ良いかと思います。 

○安間教育長  それでは、私のほうから。１０年前に着任した時の特別支援学校の教科

用図書採択といったらもう、山のように一般図書が並んでいて、中には道徳の一般

図書で「泣いた赤鬼」１冊だけのような、「これで何で１年間の道徳の内容が全部網

羅できるのですか」なんて質問をしたのを覚えています。 

    また、「高いから」という理由で、「保護者負担を減らすため」ということで辞書

を買うというようなことがごろごろ理由として転がっていたのですが、今回の採択

は大いに評価したい。特にここ４年間で急速に改善してくれて、子どもたちへの教

育を中心に考えてくれている改善の方向、私は本当に大改善をしたと評価をしたい

と思います。 

    ただ、やはり毎回議論になるのですが、実際の子どもの顔を見ずに、子どもの特

性を知らずに、「これで良いのか」という議論が、この会議で皆様、空中戦になって

しまうのでね、以前から要望しているように、教育委員さんたちが学校訪問をする

時には必ず一般図書を使っているような子どもに対して、「この子がこうだから、こ

れだけこう合うでしょう」と、その事例を見せて御理解を図ってもらいたい。私た

ちが子どもを見ずに、「これで良いのですか」なんて言うよりも、やはり専門家であ

る先生たちが、「この子はこういう特性だから、これが良いんだ」っていって選んで

いる、そこは私は尊重したいし、信頼もしたい。だからこそ、そのようなやり取り

をしていただきたい。可能な限りで結構です。 

    そのような意味では、先ほど言ったように大いに改善もしてきた。まだ完璧では

ないですよ。だから大いに改善もしてきた、さらにいうと、今後もそういった努力

もして、いかにこの一般図書が子どものこのこんな具体的な特性に合っているのだ

ということを、今後継続して進めていただくという、その努力をすると、そういっ

た意味で私は原案に賛成したいと思います。 

    御反対の方、いらっしゃいますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 



 １８ 

○安間教育長  それでは、特に原案についての御反対もいらっしゃらないようですので、

以上の結果を基に、小学校・中学校及び義務教育学校における特別支援学級の教科

用図書として使用する一般図書につきまして、教科用図書選定資料作成委員会から

出されました資料の原案にあるもの、これを教育委員会として一致して推したいと

思います。 

    よろしゅうございますか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  以上で協議が終了いたしました。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  後ほど議案として議決をさせていただきます。 

    それでは、事務局は議案書を作成し、追加議事日程として提出をしてください。

議案作成のため、お時間をいただきたいと思います。 

    ここで暫時休憩をいたします。再開は約１０分後、１０時２０分過ぎぐらいを目

指したいと思いますが、御準備は可能ですか。 

    よろしくお願いします。 

    では、暫時休憩します。 

【午前１０時１２分休憩】 

【午前１０時２０分再開】 

○安間教育長  それでは、引き続き再開をいたします。 

    事務局の準備が整いましたら、追加の議案を提出してください。 

    傍聴の方々にもお配りできましたか。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  それでは、追加議事日程 第３３号議案 令和８年度（２０２６年度）

八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書の採択について、を

議題に供します。 

    本案について、教育指導課から説明願います。 

○福島統括指導主事  それでは、第３３号議案令和８年度（２０２６年度）八王子市立

小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書の採択についてでございます。 

    令和８年度八王子市立小・中・義務教育学校特別支援学級使用教科用図書の採択
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については、一覧表のとおりでございます。 

    説明は以上となります。 

○安間教育長  只今、説明は終わりました。 

    本案について、御質疑、御要望等はございませんか。 

    よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは本案について、改めて賛否の御意見をいただきたいと思います。

いかがでしょうか。 

    こちらもよろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、お諮りをいたします。 

    只今議題となっております第３３号議案については、提案のとおり決定すること

に御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  御異議ないものと認めます。 

    よって、第３３号議案については、そのように決定することにいたしました。 

――――――――――――――――――◇―――――――――――――――――― 

○安間教育長  以上で公開の審議は終わりますが、委員の方から何かございましょうか。 

    よろしゅうございますか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○安間教育長  それでは、ここから非公開となりますので、傍聴の方々、恐縮ではござ

いますが、御退席をお願いいたします。 

【午前１０時２２分休憩】 

  


